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農業委員会定例総会議事録 
 

日 時  令和元年６月１７日（月）午後１時１５分開会 

場 所  南相馬市労働福祉会館 会議室 
 
 
１．出席委員 
 

議席 氏   名 出欠 議席 氏   名 出欠 
１ 若 杉 裕 二 出 １１  佐 藤   洋 出 
２ 鎌 田 芳 彦 出 １２ 遠 藤 秀 明 出 
３ 菅 野 信 彦 出 １３ 山 内 弘 巳 出 
４ 浦 島 英 宣 欠 １４ 二 谷 純 市 出 
５ 梅 村 正 敏 出 １５ 半 谷 眞知子 出 
６ 西 内 文 夫 出 １６ 早 川 孝 雄 出 
７  発 田 栄 一 出 １７ 佐 藤 良 一 出 
８ 小谷津 弘 隆 出 １８ 岡 田 敏 文 出 
９ 塚 野 邦 好 出 １９ 寺 澤 白 行 出 
１０ 今 野 由 喜 出  

 
 
２． 出席農地利用最適化推進委員 
    小高区 佐山  徹 
    鹿島区 鈴木 清教 
    原町区 本間 健一  酒井 盛男 
 
 
３．  出席職員 
 

①局長  佐藤  光   ②次長 高橋徳比克   ③主査 山本 将之 
④主事  平田 幸子   ⑤主事 米本 一樹   ⑥農政課副主査 野地 俊紀 
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４．日 程  
 

日程第 １ 議事録署名委員の指名について 

日程第 ２ 諸般の報告 

日程第 ３ 報告第２２号 専決処分の報告について 

日程第 ４ 報告第２３号 農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の開催 

             報告について 

日程第 ５ 報告第２４号 農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の開催 

             報告について 

日程第 ６ 報告第２５号 農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の開催 

             報告について 

日程第 ７ 報告第２６号 農地法第１８条第６項の賃貸借の解約等の通知について 

日程第 ８ 報告第２７号 違反転用事案の報告について 

日程第 ９ 報告第２８号 総務企画専門委員会の開催報告について 

日程第１０ 議案第７２号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第１１ 議案第７３号 農用地利用配分計画に係る意見について 

日程第１２ 議案第７４号 農地法第３条の規定による許可処分の取消願出について 

日程第１３ 議案第７５号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

日程第１４ 議案第７６号 農地法第３条の規定による貸借権設定の許可申請について 

 日程第１５ 議案第７７号 農地法第４条の規定による許可申請について(市許可分) 

日程第１６ 議案第７８号 農地法第４条の規定による許可申請について(県許可分) 

日程第１７ 議案第７９号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

             (市許可分) 

日程第１８ 議案第８０号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

             (県許可分) 

日程第１９ 議案第８１号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について 

             （市許可分） 

日程第２０ 議案第８２号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について 

             （県許可分） 

日程第２１ 議案第８３号 現況確認証明願について 
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５．会議の概要 
 
（開会 午後１時３０分） 
 

議 長    ただいまより令和元年６月南相馬市農業委員会定例総会を開会いたします。欠

席通告者は、４番浦島英宣委員であります。出席委員は会議規則第５条により定

足数に達しております。 

 

議 長    日程第１、議事録署名委員の指名については、会議規則第２４条第２項の規定

により、議席番号１１番佐藤洋委員、１２番遠藤秀明委員、１３番山内弘巳議員

を指名いたします。 

 

議 長    次に、日程第２、諸般の報告を行います。まず、５月２７日に、東京都で開催

された県選出国会議員との懇談会、及び令和元年度全国農業委員会会長大会に出

席し、県選出国会議員には、復興・創生期間後の体制等に対する要請などを行う

とともに、全国農業委員会会長大会では、食料・農業・農政政策の強化に向けて

をはじめとする４件の決議を行ったところでございます。次に、５月２７日に、

令和元年度南相馬市農業者年金協議会代議員会が鹿島区万葉ふれあいセンター

で開催され、岡田会長職務代理者が出席し、祝辞を述べてきたところであります。

次に、５月２９日に、福島県農業者年金協議会第４４回通常総会が福島市の杉妻

会館で開催され、岡田会長職務代理者が出席し、議案４件について審議し、原案

のとおり決定したところであります。また、総会終了後に、令和元年度農業者年

金加入推進特別研修会に岡田会長職務代理者と事務局職員が出席し、農業者年金

制度の概要についてをはじめとする４項目に関し、研修を受けてきたところであ

ります。次に、６月２日に、小高区塚原地内で開催された第７回南相馬市鎮魂復

興市民植樹祭に出席し、植樹を行うとともに、記念式典に参加したところであり

ます。以上をもって諸般の報告といたします。 

 

議 長    次に、日程第３、報告第２２号専決処分の報告についてを議題といたします。

専決第６号について事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第２２号専決第６号についてご説明いたします。議案書の３ページから４

ページになります。農業経営基盤強化促進事業による所有権移転申出に係る調整

委員の指名について、福島県農業振興公社を通して、農地売買による所有権移転

の申出がございましたので、それぞれ、調整委員２名の指名を専決いたしました。

以上です。 
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議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言をお願いいたします。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、専決第７号について、事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第２２号専決第７号についてご説明いたします。議案書は５ページから６

ページになります。福島地方環境事務所により、東日本大震災に伴う特別措置法

に基づく一時使用後の農地について、農地が農業の用に供されている旨等の証明

書の交付依頼があり、証明書を交付した事案が２件ございました。詳細につきま

しては記載のとおりでございます。以上です。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、専決第８号について、事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第２２号専決第８号についてご説明いたします。議案書は７ページから８

ページになります。相馬税務署より相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状

況について、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認書の交付依頼が

あり、確認書を交付した事案が１件ございました。詳細につきましては、記載の

とおりでございます。以上です。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第４、報告第２３号、農業経営基盤強化促進事業による所有権移転

調整会議の開催報告についてを議題といたします。調整委員主任の７番委員から

の報告を求めます。 
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７番委員   報告第２３号農業経営基盤強化促進事業による所有権移転調整会議の開催報

告について申し上げます。議案書の９ページから１０ぺージとなります。内容に

つきましては、去る５月２８日午前１１時より南相馬市役所北庁舎２階、会議室

２において、案件①の出し手申出人案件②の出し手申出人の代理人、買い手申出

人県農業振興公社より担当者１名、調整委員２名、事務局２名により開催いたし

たところでございます。協議内容につきましては、案件①②ともに出し手側から

１０ａ当たり 40万円が希望価格として提示されました。調整委員からも妥当で

あるとの意見があり、申し出があった農地につきましては、１０ａ当たり 40万

円で、公社が購入することとなりました。売買代金は案件①が1万6,400円とな

り、公社手数料として5,000円を差し引き、支払い額は1万1,400円となります。

また、案件②については、126万 5,200円となり、公社手数料として１万 2,600

を差し引き、支払い額は125万2,600円となります。この件は議案第７２号議案

書の１７ページの農用地利用集積計画にも記載してありますので、後ほどご審議

のほどよろしくお願いをいたします。以上でございます。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第５、報告第２４号、農業経営基盤強化促進事業による所有権移転

調整会議の開催報告についてを議題といたします。調整委員主任の１４番委員か

らの報告を求めます。 

 

１４番委員  報告第２４号について報告及び、ご説明申し上げます。議案書の１１ページで

す。内容としては、去る５月２８日午後１時３０分より、南相馬市役所北庁舎２

階会議室２において出し手申し出人、それと、福島県農業振興公社より担当者１

名、調整委員２名、事務局２名により開催いたしました。協議内容についてです

が、出し手側から１０ａ当たり 40万円が希望価格として提示されました。調整

委員からも妥当であるとの意見があり、申し出のあった農地については１０ａ当

たり 40万円で公社が購入することになりました。売買代金は 143万 6,400円と

なり、公社手数料として１万4,300円を差し引き支払い額は142万2,100円とな

ります。この件は議案第７２号議案書１７ページの農用地利用集積計画に載せて

ありますので、後ほどご審議のほどよろしくお願いしたいと思います。以上です。 
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議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第６、報告第２５号、農業経営基盤強化促進事業による所有権移転

調整会議の開催報告についてを議題といたします。調整委員主任の１８番委員か

らの報告を求めます。 

 

１８番委員  報告２５号についてご説明申し上げます。議案書の１２ページになります。内

容といたしましては、去る５月２８日午後２時１５分より、南相馬市役所北庁舎

２階会議室２において出し手申出人の代理人、福島県農業振興公社より担当者１

名、調整委員２名、事務局２名により開催いたしました。協議内容についてです

が、申出人側から１０ａ当たり 29万円が希望価格として提示されました。調整

委員からも妥当であるという意見があり、申し出のあった農地につきましては１

０ａ当たり29万円で、公社が購入することになりました。売買代金は21万9,240

円となりますが、公社手数料として 5,000円を差し引き支払い額は 21万 4,240

円となります。この件につきましては、議案第７２号議案書１７ページの農用地

集積計画に載せてありますので、後ほど審議のほどよろしくお願いいたします。

以上です。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第７、報告第２６号、農地法第１８条第６項の賃貸借の解約等の通

知についてを議題といたします。事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第２６号についてご説明いたします。議案書の１３ページになります。今

回４件の案件がございますが、合意による解約でありますので、県知事の許可を

必要としないものとして手続しましたことをご報告いたします。詳細につきまし

ては、記載のとおりとなっております。以上です。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
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       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第８、報告第２７号、違反転用事業の報告についてを議題といたし

ます。事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第２７号についてご説明いたします。議案書の１４ページ、整理番号１番

及び２番について、当事者の氏名、住所、土地の所在、違反転用の種類、発生年

月日等については記載のとおりです。整理番号１番については、５０年以上前か

ら住宅用地として使用しています。今般、土地の調査測量を行ったところ、地目

が農地であることが判明したものです。続きまして整理番号２番については、平

成７年頃から従業員の駐車場として使用しています。今回、土地を譲り受けるに

あたり、土地の調査を行ったところ、農地を駐車場として使用していることが判

明したものです。以上です。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第９、報告第２８号、総務企画専門委員会の開催報告についてを議

題といたします。半谷総務企画専門委員会委員長からの報告を求めます。 

 

半谷委員長  総務企画専門委員会開催報告をいたします。 

１、開催日時、令和元年６月１０日月曜日午前９時３０分から午後０時１５分

まで行いました。 

２、場所、南相馬市役所北庁舎２階会議室２ 

３、出席者は記載のとおりです。 

４、協議概要 

（１）農業委員会の実施状況等の公表について、 

①平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について 

事務局案に対する検討を行い、別添により福島県に提出することとした。 

②令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

事務局案に対する検討を行い、別添により福島県に提出することとした。 
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（２）令和２年度農業施策の要望の検討について 

事務局案に対する検討を行い、別添により一般社団法人福島県農業会議に

提出することとした。 

（３）令和２年度農林関係税制改正の要望について 

各農業委員に諮り意見がなかったため、今回は要望なしで報告することと

した。 

（４）市内農業施設視察及び作況調査等について 

６月定例総会終了後に、当日出席の農業委員と農地利用最適化推進委員の

地区代表者が、委員の知識及び見識向上を目的とした市内農業施設視察研修

を実施、参加することとした。 

（５）その他 

①農地利用最適化推進委員の全体の代表者について 

今後、推進委員の活動を統括する代表委員を小高区、鹿島区、原町区

から各１名で選び、その中から委員長１名と副委員長２名とすることと

した。選出は推進委員が一堂に会する６月１２日の農地利用状況調査説

明会時に互選で行うこととした。 

②農業委員の視察研修について 

従来、福島県下農業委員会大会に併せて行っていった１泊２日の視察

研修は、予算の都合上、日帰りで行うこととした。時期や行き先等は、

事務局が案を作成し、会長や総務企画専門委員会と協議、決定をしてい

くこととした。 

③農業委員に対する令和元年度主要事業の説明について 

例年実施している農政課と農林整備課による主要事業の説明を次回

の７月定例総会時に行うこととした。担当課との調整は、事務局が行う

こととした。 

次の資料等はお目通しをお願いいたします。 

飛びまして、１５ページの令和２年度農業施策の要望事項等に関する検討

結果報告書（案）につきましても、後ほど各自、お目通しをお願いいたしま

す。以上でございます。 

 

議 長    ただいまの報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    それでは、ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１０、議案第７２号、農用地利用集積計画の決定についてを議題
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といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第７２号についてご説明いたします。議案書の１６ページから２６ページ     

になります。市が農用地利用集積計画を策定するに当たりまして、農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農業委員会に対して適否の判断を求

められたものでございます。議案につきましては、担当課であります経済部農政

課担当職員からご説明申し上げます。以上です。 

 

議 長    次に、提案者、農政課担当職員からの説明を求めます。 

 

農政課担当  議案第７２号について説明いたします。議案書の１６ページから２６ページに

なります。今回、所有権移転が４件、利用権設定が１３４件なっており、内容に

ついては記載のとおりとなっております。なお、賃料につきましては、双方合意

のうえで決定しております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１１、議案第７３号、農用地利用配分計画にかかる意見について

を議題といたします。なお、この議案には、議事参与の制限に該当する案件があ

りますので、整理番号１３番を先に審議いたします。農業委員会法第３１条の規

定により、酒井盛男農地利用最適化推進委員には、この間退席を願います。 

 

議 長    暫時休議します。 

 

（休議） 

 

議 長    再開します。事務局から整理番号１３番の説明を求めます。 

 

事務局    議案第７３号整理番号１３番についてご説明いたします。議案書の２８ページ

になります。市が農用地利用配分計画を策定するに当たりまして、農地中間管理

事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、農業委員会に対して意

見を求めたものでございます。議案につきましては、担当課である経済部農政課

担当職員からご説明申し上げます。以上です。 
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議 長    次に、提案者、農政課担当職員からの説明を求めます。 

 

農政課担当  議案第７３号整理番号１３番について説明いたします。議案書の２７ページ及

び２８ページになります。当該計画の概要としましては、農地中間管理事業とし

て福島県農業振興公社を通し、農地の貸借を行うものとなっております。内容に

つきましては記載となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    酒井盛男委員の復席を許します。暫時休議します。 

 

（休議） 

 

議 長    再開します。事務局から議案第７３号の残り全部の説明を求めます。 

 

事務局    議案第７３号の残り全部についてご説明いたします。議案書の２７ページから

３０ページになります。市が農用地利用配分計画を策定するに当たりまして、農

地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、農業委員会

に対して意見を求められたものでございます。議案につきましては、担当課であ

る経済部農政課担当職員からご説明申し上げます。以上です。 

 

議 長    次に、提案者農政課担当職員からの説明を求めます。 

 

農政課担当  議案第７３号の残り全部について説明いたします。当該計画の概要としまして

は、農地中間管理事業として福島県農業振興公社を通し、農地の貸借を行うもの

となっております。内容につきましては記載となっております。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 
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議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１２、議案第７４号、農地法第３条の規定による許可処分の取消

願出についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第７４号についてご説明いたします。議案書の３１ページになります。３

条許可となった所有権移転の取消願出が１件ございます。取消をする理由ですが、

譲受人が会社を退職し、本格的に営農に取り組もうと考え、農地を取得しました

が、会社の要望により退職が数年先に延びたため、農地の取得を取消するもので

す。詳細につきましては、記載のとおりでございます。以上です。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    日程第１３、議案第７５号、農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請

についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第７５号についてご説明いたします。議案書の３２ページから３４ページ

になります。詳細につきましては、記載のとおりとなっております。また、調査

担当委員からは、これらの案件につきまして、許可要件を満たしているとの報告

がございました。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査員から補足説明があれば発言を願います。ござい

ませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    それでは、ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１４、議案第７６号、農地法第３条の規定による貸借権設定の許
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可申請についてを議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第７６号についてご説明いたします。議案書の３５ページになります。詳

細につきましては、記載のとおりとなっております。また、調査担当委員からは、

これらの案件につきまして許可要件を満たしているとの報告がございました。以

上です。 

 

議 長    今回の現地調査委員から補足説明があれば発言を願います。 

 

（なしの声あり） 

 

議 長    それでは、ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

       （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１５、議案第７７号、農地法第４条の規定による許可申請につい

て、市許可分を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第７７号についてご説明いたします。議案書の３６ページ、申請番号１番

から３番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載の

とおりです。申請番号１番については、報告第２７号整理番号１番の追認を得る

ための案件です。申請番号２番及び３番については、農地改良のための一時転用

であり、どちらも転用期間は許可日から１年間となっております。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告をお願いいたします。申請番号１番

について、１２番委員。 

 

１２番委員  議案第７７号申請番号１番について、現地調査の報告をいたします。現地案内

図は１ページです。所在から申請事由までは記載のとおりです。去る６月８日午

前９時頃から、申請人の立ち会いのもと、調査項目に沿って調査いたしました結

果、立地基準、一般基準のすべてを満たしていると判断いたしました。皆様のご

審議方よろしくお願いいたします。 

 

議 長    続きまして、申請番号２番について１５番委員。 
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１５番委員  議案第７７号申請番号２番について、調査をしたので報告いたします。現地案

内図は２ページです。所在、地番、面積、申請事由は記載のとおりです。去る６

月１１日午後１時３０分より、代理人である行政書士立ち会いのもと、現地調査

を行いました。調査の結果、立地基準、一般基準ともに満たしており、何ら問題

ないと判断してまいりましたので、皆さんのご審議方よろしくお願いいたします。 

 

議 長    続きまして、申請番号３番について３番委員。 

 

３番委員   議案第７７号申請番号３番につきまして現地調査の報告をいたします。現地案

内図は３ページになります。去る６月１２日午後１時より申請人の代理人行政書

士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人

行政書士から聞き取り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一

般基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願い

します。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１６、議案第７８号、農地法第４条の規定による許可申請につい

て県許可分を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第７８号についてご説明いたします。議案書の３７ページ、申請番号１番

について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載のとおりで

す。農地改良のための一時転用であり、転用期間は許可日から２年間となってお

ります。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査員から報告をお願いいたします。申請番号１番に

ついて１８番委員。 

 

１８番委員  議案第７８号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。所在から申

請事由につきましては記載のとおりでございます。去る６月１１日午前１０時よ

り、申請人立ち会いのもと、１ｈａ以上の一時転用であるために、県の常設審議

委員である相馬市農業委員会会長、さらには事務局２名、計５名で、現地調査を

行いました。現地案内図は４ページであります。調査書の調査項目に基づき、申
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請人から聞き取り、また、現地の状況等を調査しました結果、傾斜地の畑を平た

ん地にする農地改良の工事のための一時転用であります。工事中は沈砂池を設け、

土砂の流出を防ぎます。工事後は畑地に戻します。隣接地の所有者の同意も得て

おりますので、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。よ

ろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 

 

議 長    次に、日程第１７、議案第７９号、農地法第５条の規定による所有権移転の許

可申請について市許可分を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第７９号についてご説明いたします。議案書の３８ページ、申請番号１番

から３番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載の

とおりです。補足を要する案件のみご説明いたします。申請番号１番については、

報告第２７号整理番号２番の追認を得るための案件です。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査員から報告をお願いします。申請番号１番につい

て１１番委員。 

 

１１番委員  議案第７９号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。現地案内図

は５ページです。去る６月１２日午前１０時より、代理人行政書士立ち会いのも

と、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士からの

聞き取り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準ともに

満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

以上です。 

 

議 長    続きまして、申請番号２番について、８番委員。 

 

８番委員   議案書第７９号申請番号２番について現地調査報告をいたします。現地案内図

は６ページです。去る６月１０日午後２時より、譲渡人及び譲受人の代理人行政

書士立ち会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、代理

人行政書士からの聞き取り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、
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一般基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願

いします。 

議 長    続きまして、申請番号３番について、１４番委員。 

 

１４番委員  議案第７９号申請番号３番について報告いたします。案内図は７ページです。

申請内容は記載のとおりです。６月９日午前９時頃、譲受人立ち会いのもと、現

地調査をいたしました結果、立地基準、一般基準とも満たしていると判断してま

いりました。皆様のご審議のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１８、議案第８０号、農地法第５条の規定による所有権移転の許

可申請について県許可分を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第８０号についてご説明いたします。議案書の３９ページ、申請番号１番

について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載のとおりで

す。第２種農地に建売住宅６棟を建築するための転用申請です。以上です。 

 

議 長    今回の現地調査員から報告をお願いいたします。申請番号１番につきまして、

１１番委員。 

 

１１番委員  議案第８０号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。現地案内図

は８ページです。去る６月１２日午前１１時より、譲渡人及び譲受人、両名立ち

会いのもと、現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、譲渡人、譲受

人からの聞き取り、また、現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基

準ともに満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願いいた

します。以上です。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当といたしまして県知事に意見
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を送付することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１９、議案第８１号、農地法第５条の規定による貸借権設定の許

可申請について市許可分を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第８１号についてご説明いたします。議案書の４０ページ、申請番号１番

について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載のとおりで

す。試掘調査のための一時転用であり、転用期間は許可日から８カ月となってお

ります。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査員から報告をお願いいたします。申請番号１番に

ついて９番委員。 

 

９番委員   議案第８１号申請番号１番について、６月１４日午後５時頃、申請人立ち会い

のもと現地調査をしましたので、調査報告をいたします。現地案内図は、９ペー

ジです。申請内容は記載のとおりです。調査の結果、立地基準、一般基準ともに

何ら問題はないと判断をいたしました。皆様のご審議をよろしくお願いします。 

 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第２０、議案第８２号、農地法第５条の規定による貸借権設定の許

可申請について県許可分を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第８２号についてご説明いたします。議案書の４１ページになります。申

請番号１番及び２番について、土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目

的は記載のとおりです。申請番号１番については、常磐自動車道の小高区におけ

る付加車線道路工事に伴う工事用道路、表土置場、資材置場等としての一時転用

であり、転用期間は許可日から１８ヶ月となっております。続きまして、申請番

号２番については、復旧復興事業に伴う土取り場としての一時転用であり、転用

期間は許可日から３年間となっております。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査員から報告をお願いいたします。申請番号１番に
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ついて、１８番委員。 

 

１８番委員  議案第８２号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。所在から申      

請事由につきましては記載のとおりであります。また、現地案内図は１０ページ

であります。去る６月１１日午前１１時より、被設定人立ち会いのもと、これも

１ｈａ以上の一時転用であるために、県の常設審議委員である相馬市農業委員会

会長、事務局職員２名、計５名で現地調査を行いました。調査書の調査項目に基

づき、被設定人から聞き取り、現地の状況を調査しました結果、申請地は、高速

道路、市道、設定人の宅地等に囲まれており、また周辺の農地も設定人の所有地

でありますので、立地基準、一般基準とも満たしていると判断いたしました。よ

ろしくご審議方お願いいたします。 

 

議 長    続きまして、申請番号２番について、７番委員。 

 

７番委員   議案第８２号申請番号２番について現地調査の報告をいたします。現地案内図

は、１１ページです。去る６月１５日午前９時より、設定人及び被設定人立ち会

いのもと、現地調査を行ったところであります。調査書の調査項目につきまして

は、設定人及び被設定人からの聞き取りをし、また、現地の状況等も調査いたし

ました結果、立地基準、一般基準とも満たしていると判断をいたしたところでご

ざいます。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 

 

議 長    次に、日程第２１、議案第８３号、現況確認証明願についてを議題といたしま

す。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第８３号についてご説明いたします。議案書の４２ページから４４ページ

となります。申請番号１番から８番についての土地の所在、地番、面積、判定地

目は記載のとおりです。内容は、不耕作により非農地化したことに対する証明願

いです。申請のあった３２筆の農地すべてについて非農地と判定いたしました。

なお、担当農業委員に現地調査を依頼しておりますので、ご報告をお願いいたし

ます。以上です。 
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議 長    今回の現地調査員を代表しまして、６番委員から報告をお願いします。 

 

６番委員   議案第８３号現況確認証明申請に係る現地調査を行いましたので報告いたし

ます。申請番号１番については、去る６月５日午後１時５０分頃より、３名の

農業委員と事務局職員１名、及び申請人と現地調査を行いました。現地案内図

は１２ページであります。利用状況は記載のとおりであります。現地調査をし

たところ、進入路、畑、ともに雑木や竹が生い茂り山林化しており、農業機械

で土を耕すことは著しく困難、復元できない状況であると確認して、非農地と

判断いたしました。続いて、申請番号２番から８番については、同日午後３時

３０分頃より、農業委員３名、事務局職員１名、申請人代理人１名、各申請人

７名中５名で現地調査を行いました。現地案内図は１３ページであります。利

用状況は記載のとおりであります。現地調査をしたところ、進入路は未整備で

狭く、急勾配で農業機械が入って行くことは、大変危険な状況でした。畑に関

しては、雑木や竹が茂り山林化しており、農業機械で土を耕すことは著しく困

難で、復元できないと確認し、非農地と判断いたしました。皆さんのご審議を

お願いいたします。以上です。 

 

議 長    ただいまの議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長   以上で本日予定いたしました報告７件並びに議案１２件、合わせて１９件の審議

をすべて終了いたしました。これをもちまして本日の６月定例総会を閉会といたし

ます。各委員の皆様、大変、お疲れ様でした。 

 

（終了） 
 
閉会 午後２時１０分 
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